
証券コード 6149

2020年３月11日

株 主 各 位
神奈川県足柄上郡松田町松田惣領1577番地

代表取締役社長 宮 脇 伸 郎
　

第41期定時株主総会招集ご通知
　

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

　さて、当社第41期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださ

いますようご通知申し上げます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができます

ので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用

紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2020年３月26日（木曜日）当社営業時間終

了時（午後５時）までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2020年３月27日（金曜日）午前10時
　
2. 場 所 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領1577番地

株式会社小田原エンジニアリング本社工場
エントランス棟３階セミナールーム
(末尾の株主総会会場のご案内図をご参照ください。）

3. 目 的 事 項

報 告 事 項 1. 第41期（2019年１月１日から2019年12月31日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件

　
2. 第41期（2019年１月１日から2019年12月31日まで）

計算書類報告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金の配当の件

第２号議案 取締役６名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
・当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くだ
さいますようお願い申し上げます。

・本株主総会招集ご通知に掲載しております株主総会参考書類並びに事業報告、計算
書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイ
ト（アドレスhttps://odawara-eng.co.jp）のIR情報において周知させていただきま
す。
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（添付書類）

事 業 報 告

〔 2019年１月１日から
2019年12月31日まで〕

1. 企業集団の現況に関する事項
　(1) 事業の経過及び成果

　当連結会計年度における我が国経済は、海外経済の減速を背景に輸出は弱含み、

一部に弱さがみられていた生産は、台風による部品供給の滞りにより一段と弱含

み、機械設備投資の一部に弱さがみられるものの、設備投資は緩やかな増加傾向

が続き、有効求人倍率の高水準や完全失業率の低水準が継続するなど、雇用情勢

は着実に改善が続き、企業収益は高い水準を維持するなど、全体として緩やかに

回復いたしました。

　一方世界経済は、中国では消費や固定資産投資、生産の伸びが低下するなど、

景気は緩やかな減速が続いたものの、米国では個人消費や政府支出が増加すると

ともに、雇用者数の増加、失業率は低水準が続くなど、景気は着実に回復が続き、

欧州では生産など一部に弱い動きがみられるものの、消費は緩やかながら増加す

るなど、景気は緩やかに回復し、全体として緩やかに回復いたしました。

　当社グループを取り巻く環境におきましては、巻線機事業の主要顧客である自

動車産業が、「ＣＡＳＥ」をはじめとした100年に一度の大変革期を迎えるなかで、

日本の燃費規制、米国の「ＣＡＦＥ規制」（Corporate Average Fuel Economy：企

業平均燃費）、欧州の「ＺＬＥＶｓ規制」（Zero-and Low Emission Vehicles：

低・ゼロ排出ガス車）、中国の「ＮＥＶ規制」（New Energy Vehicle：新エネルギ

ー車）等、世界的な地球環境保全のための規制強化や、安全対策、自動運転等に

対応するため、車の電動化が急務となり、電動化の主役であるモーター需要も量

的拡大だけでなく、高性能化、高効率化、冗長化が求められ、それらに伴いモー

ター巻線機の市場は大きく拡大いたしました。

　このような状況下、巻線機事業においては、急拡大する市場の需要に応えるた

め、主要設備である新工場を本社内に2019年11月に竣工し、稼働を開始いたしま

した。また、当社は自動車市場の中でも、車の電動化のための主要部品であるハ

イブリッドカー及び電気自動車の駆動・発電機用モーターの市場に数年前から注

力し、製品開発、販売活動を続けた結果、2019年第３四半期には、受注残高

14,765百万円と過去最高を更に更新いたしました。

　送風機・住設関連事業においては、送風機事業は主要顧客である工作機械・産

業機械並びにロボット市場が停滞し、受注が減少したため、東京オリンピック/パ

ラリンピックや都市再開発の需要があったものの、減少分をカバーするには至ら

ず、住設関連事業については、住宅向けの高性能住宅換気装置の需要が伸び始め
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たものの、浴室照明器具の主要顧客である集合住宅の着工が減少を続け、全体と

して停滞した１年となりました。

　このような状況下、サーボモーター冷却用耐油性ラジアルファンのシリーズ化

を完成させ、従来よりも高性能かつ低騒音の住宅換気装置の開発を行い、販売活

動を始めました。

　これらの結果、当連結会計年度における当社グループの営業成績といたしまし

ては、連結売上高は13,274百万円（前年同期比4.4％増）となりました。また、利

益面につきましても、営業利益は1,297百万円（前年同期比18.6％増）、経常利益

は1,364百万円（前年同期比18.8％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は1,011

百万円（前年同期比20.4％増）となりました。

　当連結会計年度のセグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

①巻線機事業

巻線機事業に関しては、自動車の駆動・発電機用モーターやパワーステアリ

ング用モーター等の全自動巻線ラインシステムを中心に好調に推移し、売上高

は9,067百万円（前年同期比7.5％増）、売上となったものが従来製品が多かった

ことや生産増による経費減少などもあり、セグメント利益は1,692百万円（前年

同期比19.5％増）となりました。また、受注高は8,437百万円（前年同期比35.4

％減）、受注残高は10,979百万円（前年同期比5.4％減）となりましたが、受注

集中に伴う長納期化を避けるため、受注活動の調整を行ったことによるもので

す。

　なお、当社グループの巻線機事業は、完全受注生産で、案件ごとに仕様やボ

リューム、納期、検収条件等が大きく異なるため、受注活動を調整することや、

売上時期が四半期並びに通期単位で大きく変動することがあります。

②送風機・住設関連事業

送風機・住設関連事業に関しては、工作機械や産業用ロボット向け軸流ファ

ンの受注減少と、浴室照明器具の集合住宅向けの受注減少が回復せず、全館空

調システムを含む換気装置は順調に売上が増加したものの、全体の売上減少を

カバーするには至らず、売上高は4,206百万円（前年同期比1.7％減）、セグメン

ト損失は49百万円（前年同期は37百万円のセグメント利益）となりました。
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　(2) 対処すべき課題

　今後の見通しにつきましては、我が国経済は雇用・所得環境が改善するなかで、

各種政策の効果もあり、高水準の企業収益や成長分野への対応等を背景とした設

備投資の緩やかな増加など、全体として緩やかに回復していくことが期待されて

おります。また、世界経済においては、通商問題をめぐる動向、中国経済の先行

き、英国のＥＵ離脱、金融資本市場の変動等によるリスクなどに留意する必要が

あるものの、全体として緩やかな回復が続くことが期待されております。一方、

新型コロナウイルスの発生等を機に生じた中国経済をはじめとした経済的な混乱

は、日本並びに世界経済への影響を見通すことが困難な状況にあります。

　このような状況下、巻線機事業では、自動車産業が「ＣＡＳＥ」をはじめとし

た大変革期を迎え、環境保全や安全対策、燃費向上、排ガス規制、自動運転等の

ための更なる電動化や、各国の規制強化に伴う世界的なハイブリッドカーや電気

自動車の開発、増加、性能向上等、自動車分野の巻線機の需要は拡大が想定され

ることから、自動車市場を中心に製品開発、販売活動を更に促進してまいります。

なお、2020年１月16日に発表いたしました「海外子会社設立に関するお知らせ」

に記載のとおり、欧州市場の市場調査のために開設いたしましたドイツ駐在員事

務所を、販売促進と今後のアフターサービス体制の構築を目的として、現地法人

化いたしました。送風機・住設関連事業では、全館空調システムや換気システム

の高効率化のための開発を促進し、市場開拓に注力してまいります。

　また、市場拡大が続くモーター巻線機市場の需要に対応するためグループ全体

として生産面でのシナジーを進め、技術開発を積極的に進めることで、営業体制

の増強とともに生産能力、新製品開発力の向上にグループ総力をあげて取り組ん

でまいります。

　当社グループはこうした見通しを踏まえ、お客さまのニーズに応えた新技術の

開発及び新製品を提供すべく、社是である「開拓の精神で顧客に奉仕する」を常

に念頭に置き、他社に差別化した製品を通して顧客満足度を向上させるとともに、

常に新しい市場を開拓していくことにより当社グループの優位性を更に高める経

営に邁進してまいります。

株主の皆さまにおかれましては、今後ともより一層のご指導、ご支援を賜りま

すようお願い申し上げます。

　(3) 設備投資の状況

当連結会計年度における設備投資の総額は2,214百万円で、その主なものは、

2019年11月に竣工いたしました新工場の建設であります。

セグメント別では、巻線機事業2,052百万円、送風機・住設関連事業161百万円

の設備投資を行いました。
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　(4) 資金調達の状況

　特記事項はありません。

　

　(5) 財産及び損益の状況

　 ① 企業集団の財産及び損益の状況

区 分
第38期

(2016年12月期)
第39期

(2017年12月期)
第40期

(2018年12月期)

第41期
(当連結会計年度)
(2019年12月期)

売 上 高 (千円) 10,894,919 12,823,126 12,714,001 13,274,378

経 常 利 益 (千円) 983,164 1,326,961 1,148,554 1,364,900

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

(千円) 771,097 2,178,088 839,767 1,011,108

１株当たり当期純利益 (円) 137.15 372.46 143.47 172.45

総 資 産 (千円) 13,413,118 16,196,125 15,843,024 19,580,671

純 資 産 (千円) 9,346,175 11,505,194 12,094,436 12,950,601

１株当たり純資産額 (円) 1,598.21 1,967.53 2,065.24 2,207.42

(注) 1. 第39期は、国内外での積極的な営業活動の展開や顧客満足度の向上を推進するとともに、
生産効率の向上等に積極的に取り組んだ結果原価低減が図られたことや、投資有価証券売
却益を特別利益に計上したことなどにより、増収増益となりました。

2. 第40期は、巻線機事業での売上の一部翌期へのずれ込みや新規開発案件の増加、送風機・
住設関連事業での換気拡販体制の整備等があったことや前年同期に計上していた投資有価
証券売却益がなくなったこと等により減収減益となりました。

3. 第41期（当連結会計年度）の状況につきましては、前記「(1) 事業の経過及び成果」に記
載のとおりであります。

4. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）に
伴う、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」（法務省令第５号 平成
30年３月26日）を当連結会計年度から適用しており、第40期の総資産の金額について、遡
及適用した数値を記載しております。
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　 ② 当社の財産及び損益の状況

区 分
第38期

(2016年12月期)
第39期

(2017年12月期)
第40期

(2018年12月期)

第41期
(当事業年度)
(2019年12月期)

売 上 高 (千円) 4,853,859 6,806,928 7,399,547 7,754,530

経 常 利 益 (千円) 622,056 1,080,297 1,015,806 1,292,171

当 期 純 利 益 (千円) 408,912 1,912,003 744,099 1,016,753

１株当たり当期純利益 (円) 72.73 326.96 127.13 173.41

総 資 産 (千円) 11,019,740 13,787,372 12,970,907 17,090,287

純 資 産 (千円) 8,372,856 10,190,430 10,763,251 11,625,341

１株当たり純資産額 (円) 1,431.77 1,742.69 1,837.93 1,981.53

(注) 1. 第39期は、お客さまの納期前倒し要請により翌期に予定しておりました案件を当期に売り
上げたことや、原価率の低減が図られたことなどから、増収増益となりました。

2. 第40期は、電気自動車・ハイブリッドカー用モーター巻線システムが好調に推移したもの
の、開発要素の高い案件や先を見越した研究開発を進めたことなどにより増収減益となり
ました。

3. 第41期（当事業年度）は、自動車の駆動・発電機用モーターやパワーステアリング用モー
ター等の全自動巻線ラインシステムを中心に好調に推移し、売上となったものが従来品が
多かったことや生産増による経費減少などもあり増収増益となりました。

4. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）に
伴う、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」（法務省令第５号 平成
30年３月26日）を当事業年度から適用しております。

　(6) 重要な親会社及び子会社の状況

　 ① 親会社との関係

　該当事項はありません。

　 ② 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

株 式 会 社 小 田 原
オ ー ト メ ー シ ョ ン 長 岡

％

30百万円 100.0 当社製品の設計、製造

Odawara Automation Inc. 289千米ドル 100.0
北米市場におけるモーター用巻
線設備の設計・製造、販売、保
守サービス及び当社製品の販売

ローヤル電機株式会社 480百万円 100.0
小型送風機、防水照明器具及び
住宅換気、ビル換気関連用製品
の製造、販売

株 式 会 社 多 賀 製 作 所 99百万円 100.0
コイル用巻線設備の設計、製
造、販売

　

― 6 ―

2020年03月03日 16時08分 $FOLDER; 6ページ （Tess 1.50(64) 20181220_01）



　 ③ 事業年度末日における特定完全子会社の状況

　該当事項はありません。

　(7) 主要な事業内容（2019年12月31日現在）
　

① 巻線機事業 家電製品分野、自動車分野、産業・医療機器分野、
ＯＡ/ＡＶ機器分野、通信分野等向けにモーター用巻
線設備及びコイル用巻線設備を顧客の要望に沿って
開発、設計・製造し、世界各国に販売しております。

② 送風機
　 ・住設関連事業

室内空調機器の送風用ファン、工作機械等の冷却用
ファンなど幅広い分野で使用されている小型送風機
（クロスフローファン、軸流ファン等）、浴室等に使
用される防水照明器具等及び住宅換気・ビル換気関
連用製品を製造し、販売しております。
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　(8) 主要な営業所及び工場（2019年12月31日現在）

　 ・当社本社等

　 本社工場：神奈川県足柄上郡松田町

　 開成工場：神奈川県足柄上郡開成町

　 上海事務所：中華人民共和国上海市

　 広州事務所：中華人民共和国広東省広州市

　 ドイツ駐在員事務所：ドイツ連邦共和国ミュンヘン

　 ・株式会社小田原オートメーション長岡：新潟県長岡市

　 ・Odawara Automation Inc.：米国オハイオ州ティップ市

・ローヤル電機株式会社

本社：東京都港区

　 大阪支店：大阪府大阪市淀川区

　 名古屋営業所：愛知県名古屋市中区

　 東北営業所：岩手県盛岡市

　 札幌営業所：北海道札幌市厚別区

　 熊谷工場：埼玉県深谷市

　 ・株式会社多賀製作所

　 本社工場：神奈川県足柄上郡松田町

　 ・ローヤルテクノ株式会社

　 本社工場：群馬県太田市

　 ・楽揚電機（香港）有限公司

　 本社：中華人民共和国香港特別行政区

　 ・楽揚電機（深圳）有限公司

　 本社工場：中華人民共和国広東省深圳市

　 ・楽耀電機貿易（深圳）有限公司

　 本社工場：中華人民共和国広東省深圳市
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　(9) 使用人の状況（2019年12月31日現在）

　 ① 企業集団の使用人の状況

セグメントの名称 使用人数 前連結会計年度末比増減

巻線機事業 282名 15名増

送風機・住設関連事業 262名 15名減

全社(共通) 53名 3名増

合計 597名 3名増

(注) 1. 使用人数は就業員数であります。
2. 全社(共通)は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。

　 ② 当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

191名 14名増 37.1歳 11.7年

(注) 使用人数は就業員数であります。

　

　(10)主要な借入先の状況（2019年12月31日現在）

　該当事項はありません。

　

　(11)その他企業集団の現況に関する重要な事項

　当社は、欧州市場における販売促進と今後のアフターサービス・メンテナンス

体制の構築を目的として、ドイツ連邦共和国ミュンヘンに新たに現地法人

（Odawara Automation Deutschland GmbH、資本金25千ユーロ、当社出資比率100%）

を2020年１月17日に設立いたしました。
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2. 会社の現況に関する事項
　(1) 株式の状況（2019年12月31日現在）

① 発行可能株式総数 15,757,600株

② 発行済株式の総数 6,392,736株（うち、自己株式525,886株)

③ 株 主 数 2,904名

④ 大株主（上位12名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

津 川 高 行 1,664,164株 28.37％

公益財団法人津川モーター研究財団 400,000株 6.82％

株 式 会 社 横 浜 銀 行 280,800株 4.79％

津 川 晃 弘 220,400株 3.76％

西 村 正 明 216,772株 3.69％

資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口） 190,500株 3.25％

津 川 善 夫 177,980株 3.03％

小田原エンジニアリング従業員持株会 130,019株 2.22％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 118,000株 2.01％

株 式 会 社 オ ア サ ム ヒ ー ロ ー 60,192株 1.03％

有 限 会 社 ジ ュ ニ ー 60,192株 1.03％

有 限 会 社 テ ィ ー ケ ー モ ッ ズ 60,192株 1.03％

(注) 1. 当社は自己株式525,886株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
2. 持株比率は、自己株式525,886株を控除して計算しております。

　

⑤ その他株式に関する重要な事項

特記事項はありません。

　(2) 新株予約権等の状況

　該当事項はありません。
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　(3) 会社役員に関する事項

　 ① 取締役及び監査役の状況（2019年12月31日現在）

会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

取 締 役 会 長 津 川 高 行

代表取締役社長 宮 脇 伸 郎

㈱小田原オートメーション長岡 取締役
Odawara Automation Inc. Director
ローヤル電機㈱ 代表取締役会長
㈱多賀製作所 取締役

専 務 取 締 役 保 科 雅 彦

管理部長
㈱小田原オートメーション長岡 代表取締役社長
Odawara Automation Inc. Secretary
ローヤル電機㈱ 取締役
㈱多賀製作所 取締役

常 務 取 締 役 湯 山 信 介

営業部長
Odawara Automation Inc. CEO & Treasurer
ローヤル電機㈱ 取締役
㈱多賀製作所 取締役

取 締 役 平 野 雅 敏
製造部長
㈱小田原オートメーション長岡 取締役
㈱多賀製作所 代表取締役会長

取 締 役 田 尾 啓 一

常 勤 監 査 役 田 中 耕 一 郎

㈱小田原オートメーション長岡 監査役
ローヤル電機㈱ 監査役
㈱多賀製作所 監査役
田中総合会計事務所 所長

常 勤 監 査 役 山 上 大 介
㈱小田原オートメーション長岡 監査役
㈱多賀製作所 監査役
山上公認会計士事務所 所長

監 査 役 石 原 修 ＴＭＩ総合法律事務所 パートナー

監 査 役 津 川 晃 弘
㈱オアサムヒーロー 代表取締役
㈱小田原鉄工所 代表取締役

　

(注) 1. 取締役田尾啓一氏は社外取締役であります。
2. 常勤監査役田中耕一郎、常勤監査役山上大介及び監査役石原修の３氏は社外監査役であり

ます。
3. 取締役田尾啓一、常勤監査役田中耕一郎及び常勤監査役山上大介の３氏につきましては、

東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
4. 社外監査役の田中耕一郎氏は、公認会計士及び税理士の資格を有し、大手監査法人等にお

ける業務経験が豊富であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社
外監査役の山上大介氏は公認会計士の資格を有し、会計監査・財務監査の分野での経験が
豊富であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役の石原
修氏は、弁護士の資格を有し、企業法務の分野で経験が豊富であり、財務及び会計に関す
る相当程度の知見を有しております。また、監査役津川晃弘氏は、経営者としての実務で
培ってきた企業経営に関する経験と幅広い見識を有し、財務及び会計に関する相当程度の
知見を有しております。
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　 ② 責任限定契約の内容の概要

　当社は社外取締役及び監査役全員と会社法第423条第１項の賠償責任を限定す

る契約を締結しており、当社に対する賠償責任の限度額は法令に定める最低限

度額であります。

　

　 ③ 取締役及び監査役の報酬等の総額
　

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役 6名 167,343千円

（う ち 社 外 取 締 役） （1名） （8,400千円）

監 査 役 4名 16,050千円

（う ち 社 外 監 査 役） （3名） （13,650千円）

合 計 10名 183,393千円
　

(注) 1. 上記支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 上記支給額には、当事業年度中に費用処理した役員賞与（取締役５名21,000千円）を含め

ております。
3. 上記支給額には、取締役（社外取締役を除く。）４名に対する譲渡制限付株式による報酬額

23,193千円が含まれております。
4. 上記のほか、社外監査役が当社の子会社から当事業年度において役員として受けた報酬は

1,800千円であります。
5. 取締役の報酬等の限度額は、年額160,000千円以内であります（2007年３月29日開催の第28

期定時株主総会決議）。また、これとは別枠で、取締役（社外取締役を除く。）に対する株
式型報酬（譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権）の限度額は、年額
50,000千円であります（2018年３月29日開催の第39期定時株主総会決議）。

6. 監査役の報酬等の限度額は、年額30,000千円以内であります（1991年３月27日開催の第12
期定時株主総会決議）。
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　(4) 社外役員に関する事項

　 ① 重要な兼職先である法人等と当社との関係

区 分 氏 名 兼 職 先 兼職の内容 兼職先と当社との関係

社外監査役 田 中 耕 一 郎

㈱小田原オートメーション長岡 監 査 役
当社の100％子会社でありま
す。

ロ ー ヤ ル 電 機 ㈱ 監 査 役
当社の100％子会社でありま
す。

㈱ 多 賀 製 作 所 監 査 役
当社の100％子会社でありま
す。

田中総合会計事務所 所 長 特別の関係はありません。

社外監査役 山 上 大 介

㈱小田原オートメーション長岡 監 査 役
当社の100％子会社でありま
す。

㈱ 多 賀 製 作 所 監 査 役
当社の100％子会社でありま
す。

山上公認会計士事務所 所 長 特別の関係はありません。

社外監査役 石 原 修 ＴＭＩ総合法律事務所 パートナー
兼職先と当社との間には顧問
契約を締結しております。

　

　 ② 主要取引先等特定関係事業者との関係

　該当事項はありません。

　

　 ③ 当事業年度における主な活動状況

区 分 氏 名
出 席 状 況

取締役会(13回開催) 監査役会（14回開催)

社外取締役 田 尾 啓 一 13回 ―

社外監査役 田 中 耕 一 郎 13回 14回

社外監査役 山 上 大 介 13回 14回

社外監査役 石 原 修 13回 14回

(注) 1. 書面決議による取締役会の回数は除いております。
2. 社外取締役及び各社外監査役は、主に財務的及び法務的な見地等から意見を述べるなど、

取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための提言等を適宜行っております。
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　(5) 会計監査人の状況

① 名 称 有限責任監査法人トーマツ

② 報 酬 等 の 額

支 払 額

当事業年度に係る報酬等の額 21,067千円

当社及び当社の子会社が会計監査人に支払うべき金
銭その他の財産上の利益の合計額

42,000千円

(注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基
づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、合
計額を記載しております。

2. 当社の一部の連結子会社につきましては、当社の会計監査人以外の監査を受けております。

　 ③ 会計監査人の報酬等に監査役会が同意した理由

　監査役会は会計監査人の前期の監査実績の分析・評価、監査計画の内容、会

計監査の職務遂行の状況及び報酬見積の算定根拠が当社の事業規模や事業内容

に比べ適切かどうかについて審議の上、会計監査人の報酬等につき、会社法第

399条第１項の同意を行っております。

　

　 ④ 会計監査人の解任または不再任の決定方針

　当社は、会計監査人が会社法第340条第１項に定める事項に該当すると認めら

れる場合には、監査役会は監査役全員の合意に基づき会計監査人を解任する方

針です。

　また、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難となる等その必要が認

められる場合には、監査役会は、会計監査人の解任または不再任に関する議案

を決定し、取締役会は、当該決定に基づき当該議案を株主総会に提案する方針

です。
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3. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用に関する事項
　(1) 業務の適正を確保するための体制

当社及び当社子会社から成る企業集団（以下、「当社グループ」という。）は、

社是である『開拓の精神で顧客に奉仕する』をはじめとする経営理念を実践する

ことにより、企業価値の向上及び企業としての社会的責任を果たすため、会社法

及び会社法施行規則に基づき、当社グループの業務の適正を確保するための体制

を、以下のとおり整備する。

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制

・当社グループは、コンプライアンス規程を制定し、取締役及び使用人が法

令・定款及び小田原エンジニアリンググループの経営理念を遵守した行動を

とるための「行動規範」を定める。

・その徹底を図るため、当社にコンプライアンスを担当する部署（管理部）を

設け、当社グループのコンプライアンスの取組みを横断的に統括するととも

に、取締役及び使用人教育等を行う。

・内部監査室は、グループ各社のコンプライアンス担当部署と連携し、当社グ

ループのコンプライアンスの状況を監査する。これらの活動を定期的に取締

役会及び監査役等へ報告する。

・当社グループは、法令上疑義のある行為等について従業員等が、自由に通報

や相談する手段として、相談室等の「内部通報窓口」を設置・運営する。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・当社グループは、文書管理規程等に従い、取締役の職務執行に係る情報を文

書または電磁的媒体（以下、「文書等」という。）に記録し、保存する。

・当社グループの取締役及び監査役は、文書管理規程等により、常時、これら

の文書等を閲覧できる。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・当社グループは、リスク管理規程を制定し、当社グループ全体のリスク対応

は管理部が、各業務付随のリスク管理は各部署等が行うことで、当社グルー

プの全体的なリスクを網羅的・総括的に管理することにより、リスク管理体

制を明確化する。

・各部署はリスク管理状況を自ら把握・報告するとともに、内部監査室は各部

署のリスク管理状況を監査し、その結果を定期的に取締役会へ報告する。
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④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・当社グループは、社内規程に基づき決定した職務権限及び意思決定ルールに

より、適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制を整備する。また、これ

らの社内規程は、法令の改廃・職務執行の効率化の必要がある場合は、それ

ぞれの責任者は随時見直しを実施し、取締役会へ報告する。

・取締役及び使用人の共有の全社目標を定め、この浸透方法と各部署の効率的

目標達成方法を担当取締役が決定し、その結果はＩＴシステム等によりデー

タとして把握する。

・取締役会は、当社グループ全体について定期的にその結果をレビューするこ

とで、効率化の阻害要因を排除・逓減するなどの改善を促し、目標達成の確

度を高め、全社的な業務効率化を実現するシステムを構築する。

⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

・当社グループは、グループ各社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、グ

ループ会社の健全性及び効率性の向上を図るため、関係会社管理規程を定め

ることにより、グループ各社に対して経営の助言・指導を行うとともに、一

定事項について当社の承認または報告を求める体制を確保する。

・当社の取締役は職務分掌に従い、当社グループの業務の適正性及び効率性を

確保するため、当社グループ各社が内部統制システムを適切に整備するよう

に指導する。

・当社のコンプライアンス及びリスク管理を担当する部署は、これらについて

当社グループ全体を横断的に推進し、管理する。

・当社の内部監査室は、当社グループの内部監査を統括し、当社グループの業

務全般にわたる内部統制の有効性と妥当性を確保する。

⑥ 監査役の職務を補助すべき使用人を確保するための体制

(a)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該

使用人に関する事項

・監査役は、監査役会と内部監査室等との協議により、内部監査室所属の使用

人に監査業務に必要な事項を命令できる。

・内部監査室は、監査役が命じた事項の内部監査について誠実に実施し、その

結果を監査役会へ報告する。

(b)監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項

・監査役の職務を補助すべき当社グループの使用人の人事異動・人事評価・処

罰等については、監査役の同意を得ることとし、取締役からの独立を確保す

る。
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(c)監査役の職務を補助すべき使用人に対する監査役による指示の実効性の確保

に関する事項

・監査役より監査業務に必要な命令を受けた当社グループの使用人は、その命

令に関して、取締役等の指揮命令を受けない。

⑦ 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(a)当社並びにその子会社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制

・当社グループの取締役及び使用人は、監査役会との協議により監査役会規程

等に定める報告事項について、監査役へ報告する体制を整備する。また、監

査役は必要に応じていつでも報告を求めることができる。

(b)監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受

けないことを確保するための体制

・当社グループの取締役及び使用人は、監査役へ報告したことを理由として不

利な取扱いを禁止する旨をコンプライアンス規程に明記する。

(c)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の

当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事

項

・当社は、監査役と協議の上、監査役の職務を遂行するのに必要である予算を

あらかじめ策定する。また、予算の有無に拘らず、監査役が監査の実効性を

確保するために必要と判断する費用の発生が見込まれる場合は、適切に対応

する。

(d)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・監査役会は、代表取締役社長をはじめ取締役、会計監査人とそれぞれ定期的

に意見交換会を開催する。

・取締役会は、業務の適正を確保するため、業務執行上の重要な会議への監査

役の出席を確保する。

・監査役は、会計監査人及び担当取締役等から会計監査結果等について説明を

受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図るものとする。

⑧ 財務報告の信頼性を確保するための体制

・当社グループは財務報告の信頼性と適正性を確保するため、会社法、金融商

品取引法及びそれらの関係法令に基づく内部統制報告制度を有効かつ適切に

運用するとともに、継続的に運用評価・有効性の確認を行い、必要があれば

改善を行う。
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　(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社では、上記に記載した「業務の適正を確保するための体制」の基本方針に

基づき、以下の取組みを行っております。

　

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制

・当社グループは、コンプライアンス規程を制定し、取締役及び使用人に向け

て、法令・定款及び経営理念に沿った行動をするように徹底しております。

特に入社時研修等で、行動規範の遵守、インサイダー情報の漏えい防止、情

報セキュリティに注力し、コンプライアンス意識の向上に向けた取組みを行

っております。

・内部監査室は、内部監査活動の中でグループ各社のコンプライアンスの状況

を監査し、取締役会及び監査役会等へ報告しております。

・当社グループは、公益通報者保護に基づく「内部通報窓口」への通報・相談

等の内容については、取締役会及び監査役会等へ報告しております。

・当社グループは、反社会的勢力に対して組織全体として毅然とした態度で臨

み、当該勢力との取引関係その他一切の関係を遮断していくことを基本方針

としております。係る方針の下、当社管理部を対応統括部署として、神奈川

県企業防衛対策協議会に加入する等、警察をはじめとする外部の専門機関と

も緊密な連携関係を構築しつつ、反社会的勢力に関する情報の収集・管理に

努める他、反社会的勢力の排除に向けた体制の整備をグループ全体で推進し

ております。

　

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・当社グループは、文書管理規程等に従い、取締役会・社内会議等の議事録、

個人情報及び機密情報等の適切な保存・管理を行っております。

　

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・当社グループは、リスク管理規程を制定し、当社グループの全体的なリスク

を網羅的・総括的に管理する等のリスク管理体制を明確にしております。

・当社グループの重要なリスクに関しては、当社グループ各社の取締役会等で

検討されるほか、当社の取締役会で定期的に報告が行われております。特に

定例開催の業務調整連絡会等では、リスク情報の報告・対応等を含めた情報

交換や業務調整等が行われております。

・当社グループは、内部監査室が財務報告に重大な影響を及ぼすリスクについ

て、社長及び監査役へ定期的に報告しております。
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・当社グループは、ＢＣＰ（事業継続計画）の一環として、災害管理規程を制

定するほか、消火訓練、非常食・飲料水の備蓄等を行い、不測の事態に備え

ております。

　

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・当社グループは、取締役会規程に基づき、毎月１回の定時取締役会を開催す

るほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令・定款に定める事項、業

務執行に関する決定・報告を行っております。

・当社グループの取締役は、業務分掌規程や職務権限規程を制定し、社内各組

織の職務分掌と各職位の責任と権限を明確化し、業務の組織的かつ効率的な

運営を行っております。

・当社グループは、社内規程改訂の都度、その内容を取締役会等に報告されて

おります。当社子会社についても同様の状況であります。

・当社グループは、各社における共有の全社目標を定めて、社内定例会議等で

使用人にも説明され、取締役及び使用人が共通の認識を持つようにしており

ます。また、その結果については取締役会で定期的にレビューされ、業務目

標達成の効率化を図っております。

・当社グループの子会社における経営上の重要な意思決定事項については、親

会社の取締役及び取締役会にて検討し、経営上の助言・指導をしております。

⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

・当社グループは、当社から取締役及び監査役を子会社等に派遣し、子会社等

の取締役の職務執行を監督しております。

・当社は関係会社管理規程を制定し、主管部署を明確にして適切かつ実効的な

グループ会社管理を図っております。

・内部監査室は、子会社等の内部監査部門と連携して、内部監査及び財務報告

に係る内部統制監査を実施しております。

・コンプライアンス部署は、法令改定等に対処して子会社等との情報共有や社

内規程の共通化等を実施しております。

⑥ 監査役の職務を補助すべき使用人を確保するための体制

・監査役の職務を補助する使用人として、内部監査室所属の使用人に指示でき

ると定めております。

・内部監査室所属の使用人の人事異動等については、監査役の同意を得ること

としております。
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⑦ 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・監査役会規程の定めに従い、当社グループの取締役・監査役及び使用人から

当社の監査役へ報告すべき事項が報告されております。

・監査役は、子会社も含めて、取締役会や社内の重要会議に出席するほか、稟

議書等の重要書類を閲覧しております。

・当社グループの監査役は、定期的に取締役と面談を行い、経営上の重要事項

についての意見交換、取締役の職務執行の監査、内部統制システムの整備並

びに運用状況の確認を行っております。

・当社グループの監査役は、定期的に会計監査人と面談し、監査結果の報告を

受けるとともに、経営上の重要事項についての意見交換を実施しております。

・監査役の職務執行に係る費用については、会社が全て負担しております。

4. 株式会社の支配に関する基本方針
　当社は、会社の財務及び事業方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針

について、重要な事項と認識しておりますが、当社の株主構成等に鑑み、現時点で

は特に買収防衛策等は定めておりません。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
(注) 本事業報告中の記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表

(2019年12月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形 及 び 売 掛 金

電 子 記 録 債 権

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機 械 装 置 及 び 運 搬 具

工 具、 器 具 及 び 備 品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

電 話 加 入 権

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

退 職 給 付 に 係 る 資 産

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

13,372,343

2,583,702

4,104,217

398,386

2,107,368

2,989,863

661,343

530,269

△2,809

6,208,327

5,053,047

2,698,943

502,580

256,565

1,578,886

16,071

75,302

71,101

3,043

1,157

1,079,977

353,151

288,959

409,101

28,765

流 動 負 債

支 払 手 形 及 び 買 掛 金

未 払 金

未 払 法 人 税 等

前 受 金

賞 与 引 当 金

アフターサービス引当金

そ の 他

固 定 負 債

繰 延 税 金 負 債

退 職 給 付 に 係 る 負 債

資 産 除 去 債 務

そ の 他

6,221,138

2,878,309

1,525,535

372,860

1,097,184

70,066

82,491

194,689

408,931

34,934

175,821

19,940

178,235
負 債 合 計 6,630,069

純 資 産 の 部

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

自 己 株 式

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

為 替 換 算 調 整 勘 定

13,033,229

1,250,816

1,816,387

10,335,029

△369,003

△82,628

89,194

16,697

△188,520

純 資 産 合 計 12,950,601

資 産 合 計 19,580,671 負 債 純 資 産 合 計 19,580,671

(注) 記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

〔 2019年１月１日から
2019年12月31日まで〕

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 13,274,378

売 上 原 価 9,574,557

売 上 総 利 益 3,699,820

販売費及び一般管理費 2,402,782

営 業 利 益 1,297,037

営 業 外 収 益

受 取 利 息 1,083

受 取 配 当 金 9,059

受 取 賃 貸 料 11,361

受 取 保 険 金 3,900

為 替 差 益 16,181

作 業 く ず 売 却 益 10,454

そ の 他 19,311 71,352

営 業 外 費 用

支 払 利 息 181

減 価 償 却 費 2,335

賃 貸 費 用 967

そ の 他 4 3,489

経 常 利 益 1,364,900

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 825

投 資 有 価 証 券 売 却 益 76 902

税金等調整前当期純利益 1,365,802

法人税、住民税及び事業税 527,634

法 人 税 等 調 整 額 △172,940 354,694

当 期 純 利 益 1,011,108

親会社株主に帰属する当期純利益 1,011,108

(注) 記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書
　

〔 2019年１月１日から
2019年12月31日まで〕

(単位：千円)
　

株 主 資 本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 1,250,816 1,799,593 9,499,606 △376,254 12,173,761

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △175,685 △175,685

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

1,011,108 1,011,108

自 己 株 式 の 取 得 △319 △319

自 己 株 式 の 処 分 16,794 7,570 24,364

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額）

当 期 変 動 額 合 計 － 16,794 835,422 7,251 859,467

当 期 末 残 高 1,250,816 1,816,387 10,335,029 △369,003 13,033,229

その他の包括利益累計額

その他有価証券
評 価 差 額 金

繰延ヘッジ損益
為 替 換 算
調 整 勘 定

そ の 他 の 包 括
利益累計額合計

当 期 首 残 高 77,340 20,971 △177,637 △79,325

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

自 己 株 式 の 取 得

自 己 株 式 の 処 分

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額）

11,853 △4,273 △10,882 △3,302

当 期 変 動 額 合 計 11,853 △4,273 △10,882 △3,302

当 期 末 残 高 89,194 16,697 △188,520 △82,628

純 資 産 合 計

当 期 首 残 高 12,094,436

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △175,685

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

1,011,108

自 己 株 式 の 取 得 △319

自 己 株 式 の 処 分 24,364

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額）

△3,302

当 期 変 動 額 合 計 856,165

当 期 末 残 高 12,950,601
　

(注) 記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

1. 連結の範囲に関する事項

　連結子会社の状況

　① 連結子会社の数 ８社

② 連結子会社の名称 株式会社小田原オートメーション長岡

Odawara Automation Inc.

ローヤル電機株式会社

楽揚電機（香港）有限公司

株式会社多賀製作所

ローヤルテクノ株式会社

楽揚電機（深圳）有限公司

楽耀電機貿易（深圳）有限公司

2. 連結子会社等の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、Odawara Automation Inc.の決算日は９月30日であるため、

連結決算日現在で仮決算を実施した上で連結しております。

なお、上記以外の連結子会社の決算日は、当社と同一であります。
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3. 会計方針に関する事項

　(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

　 ① 有価証券

　 その他有価証券

時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。

なお、評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定しております。

時価のないもの：移動平均法による原価法によっております。

　 ② デリバティブ

　 原則として時価法によっております。

　 ③ たな卸資産

商 品及び製 品：主として個別法による原価法（貸借対照表価額については

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によっておりま

す。

原 材 料：当社及び国内連結子会社は主として移動平均法による原価

法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法）。但し、在外連結子会社は先入先出法によ

る低価法によっております。

仕 掛 品：主として個別法による原価法（貸借対照表価額については

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によっておりま

す。

貯 蔵 品：主として最終仕入原価法によっております。
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　(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産：当社及び国内連結子会社は定率法によっております。但し、

1998年４月以降に取得した建物（建物附属設備は除く）並び

に2016年４月以降に取得した建物附属設備及び構築物につい

ては、定額法によっております。また、在外連結子会社では

主として定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建 物 及 び 構 築 物 ３年～45年

機械装置及び運搬具 ２年～９年

また、2007年３月31日以前に取得したものについては、償却

可能限度額まで償却が終了した翌年から５年間で均等償却す

る方法によっております。

無形固定資産：定額法によっております。なお、当社利用のソフトウエアに

ついては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額

法によっております。

　(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金は、売上債権等の貸倒損失に備えるため、当社及び国内連結子会

社は一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しており、在外連

結子会社は個別検討による要引当額を計上しております。

② 賞与引当金は、当社及び国内連結子会社において、従業員に対する賞与の支

給に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度負担額を計上しておりま

す。

③ アフターサービス引当金は、製品のアフターサービス費の支出に備えるため、

売上高を基準として過去の実績率により算出した額を計上しております。
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(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換

算差額は損益として処理しております。但し、為替予約の振当処理の対象と

なっている外貨建金銭債権債務については、当該為替予約相場により円貨に

換算しております。なお、在外連結子会社の資産及び負債は、決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換

算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分

に含めて計上しております。

　(5) 重要なヘッジ会計の方法

　 ① ヘッジ会計の方法

為替予約が付されている外貨建金銭債権債務については、振当処理を行っ

ております。

　 ② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：為替予約

ヘッジ対象：外貨建金銭債権債務

　 ③ ヘッジ方針

外貨建取引における為替相場の変動リスクをヘッジするため、通常業務を

遂行する上で将来発生する外貨建資金需要を踏まえ、必要な範囲内で為替

予約取引を行っております。なお、投機的な取引は一切行わない方針であ

ります。

　 ④ ヘッジ有効性評価の方法

為替予約については、ヘッジ対象と同一通貨建による同一金額で同一期日

の為替予約を振当てており、その後の為替相場の変動による相関関係は完

全に確保されているため、有効性の判定は省略しております。

　(6) その他連結計算書類作成のための重要な事項

　 ① 退職給付に係る会計処理の方法

退職給付に係る資産・負債及び退職給付費用の計算に、年金財政計算上の数

理債務をもって退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

また、当社及び一部の国内と在外連結子会社においては、確定拠出型の退職

給付制度を有しております。

　 ② 消費税等の会計処理

　 税抜方式によっております。
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4. 表示方法の変更

連結貸借対照表

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２

月16日）に伴う、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」（法務

省令第５号 平成30年３月26日）を当連結会計年度から適用し、繰延税金資産は投

資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に

変更しました。

この結果、前連結会計年度において「流動資産」に区分しておりました「繰延税

金資産」（前連結会計年度207,971千円）は、当連結会計年度においては「投資その

他の資産」の「繰延税金資産」409,101千円に含めて表示しており、前連結会計年度

において「流動負債」に区分しておりました「繰延税金負債」（前連結会計年度67千

円）は、当連結会計年度においては「固定負債」の「繰延税金負債」34,934千円に

含めて表示しております。

5. 連結貸借対照表に関する注記

　(1)有形固定資産の減価償却累計額 4,206,745千円

(2)当連結会計年度末日は金融機関の休日に当たるため、次の期末日満期手形等につ

きましては、手形交換日等に決済処理しております。

受 取 手 形 15,054千円

電 子 記 録 債 権 459千円

支 払 手 形 56,858千円
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6. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

　(1) 当連結会計年度の末日における発行済株式の数

普 通 株 式 6,392,736株

　(2) 剰余金の配当に関する事項

　 ① 配当金支払額等

　 2019年３月28日開催の第40期定時株主総会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 175,685千円

・１株当たり配当額 30円00銭

・基 準 日 2018年12月31日

・効 力 発 生 日 2019年３月29日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌連結会計

年度になるもの

2020年３月27日開催の第41期定時株主総会において次のとおり付議いたしま

す。

・配当金の総額 176,005千円

・配 当 の 原 資 利益剰余金

・１株当たり配当額 30円00銭

・基 準 日 2019年12月31日

・効 力 発 生 日 2020年３月30日
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7. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

　 ① 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については、余裕資金の範囲内での運用を目的と

して、当社グループ運用方針に基づき、主に安全性の高い金融資産で運用し

ております。また、運転資金については自己資金で賄うことを原則としつつ

も、機動的に銀行借入により調達しております。海外取引については円建て

決済を原則としております。デリバティブは、後述するリスクを回避するた

めに利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

　 ② 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は、顧客の信用リス

クに晒されております。

また、海外取引による売掛金は、円建て決済を原則としておりますが、一部

に外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。投資有価

証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに

晒されております。

営業債務である支払手形及び買掛金並びに未払金は、そのほとんどが４カ月

以内の支払期日であります。また、買入部品等の一部に輸入に伴う外貨建て

のものがあり、為替の変動リスクに晒されております。

デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対

するヘッジ取引を目的とした先物為替予約取引であります。なお、ヘッジ会

計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方

法等については、前述の「3.会計方針に関する事項」に記載されている「(5)

重要なヘッジ会計の方法」をご覧ください。
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　 ③ 金融商品に係る管理体制

・信用リスク(取引先の契約不履行に係るリスク)の管理

当社グループは、営業債権については、「販売管理規程」並びに「販売業務

および販売管理マニュアル」に従い、営業部が主要な取引先の状況を定期

的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、

取引先毎に与信管理を行うことで、財務状況等の悪化等による回収懸念の

早期把握や軽減を図っております。

デリバティブ取引の利用に当たっては、信用リスクを軽減するために、格

付けの高い金融機関のみと取引を行っております。

・市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

当社グループは、海外取引における営業債権については、円建て決済を原

則としているため、為替の変動リスクは軽微であります。営業債務につい

ては、外貨建ての取引について先物為替予約等を利用して為替の変動リス

クをヘッジすることにより、リスクの低減を図っております。投資有価証

券については、四半期ごとに時価等を把握する管理体制をとっております。

また、株式以外のものについては、短期運用を基本とすることで流動性リ

スクの発生を抑えております。

・資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)

の管理

当社グループは、管理部門で必要資金状況を随時把握し、手元流動性を一

定水準以上維持することにより流動性リスクを管理しております。

　 ④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合に

は、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定において

は変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、

当該価額が変動することもあります。また、「(2)金融商品の時価等に関する

事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自

体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
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(2) 金融商品の時価等に関する事項

2019年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について

は、次のとおりであります。
(単位：千円)

連結貸借対照表

計 上 額
時 価 差 額

① 現金及び預金 2,583,702 2,583,702 ―

② 受取手形及び売掛金 4,104,217 4,104,217 ―

③ 電子記録債権 398,386 398,386 ―

④ 投資有価証券 353,151 353,151 ―

資産計 7,439,459 7,439,459 ―

① 支払手形及び買掛金 2,878,309 2,878,309 ―

② 未払金 1,525,535 1,525,535 ―

③ 未払法人税等 372,860 372,860 ―

負債計 4,776,706 4,776,706 ―

デリバティブ取引

ヘッジ会計が適用されているもの
23,953 23,953 ―

デリバティブ取引計(*) 23,953 23,953 ―

(*) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債
務となる項目については、△で示しております。
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（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する
事項

資産

① 現金及び預金、② 受取手形及び売掛金、③ 電子記録債権、

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似してい

ることから、当該帳簿価額によっております。

④ 投資有価証券

これらの時価は、取引所の価格によっております。

負債

① 支払手形及び買掛金、② 未払金、③ 未払法人税等

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似してい

ることから、当該帳簿価額によっております。

デリバティブ取引

　１．ヘッジ会計が適用されているもの
(単位：千円)

ヘッジ会

計の方法

デリバティブ

取引の種類等

主な

ヘッジ対象
契約額

契約額の

うち１年超
時価

当該時価の

算定方法

為替予約

等の振当

処理

為替予約取引 取引先金融

機関から提

示された価

格等に基づ

き算定して

おります。

売建 米ドル 売掛金 144,869 － (*)△3,885

売建 ユーロ 売掛金 1,182,023 342,304 (*)29,134

買建 ユーロ 買掛金 34,454 － △1,295

合計 1,361,348 342,304 23,953

　(*) 一部の為替予約取引については、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されてい

るため、その時価は当該売掛金に含めて記載しております。
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　（注２）金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
(単位：千円)

１年以内
１年超

５年以内

５年超

10年以内
10年超

現金及び預金 2,583,702 ― ― ―

受取手形及び売掛金 4,104,217 ― ― ―

電子記録債権 398,386 ― ― ―

合 計 7,086,307 ― ― ―

8. １株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 2,207円42銭

(2) １株当たり当期純利益 172円45銭

　１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

親会社株主に帰属する当期純利益 1,011,108千円

普通株式に係る親会社株主に帰属する
当期純利益

1,011,108千円

期中平均株式数 5,863千株

　

9. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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貸 借 対 照 表
　

（2019年12月31日現在）

(単位：千円)
　

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

電 子 記 録 債 権

売 掛 金

製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 払 費 用

未 収 消 費 税 等

デ リ バ テ ィ ブ 債 権

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工 具、 器 具 及 び 備 品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

電 話 加 入 権

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

関 係 会 社 長 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

前 払 年 金 費 用

デ リ バ テ ィ ブ 債 権

そ の 他

9,258,484

1,527,277

496,610

83,653

2,321,882

1,785,664

2,310,413

204,460

28,318

353,679

26,645

122,683

△2,804

7,831,802

4,336,952

2,390,175

93,300

284,150

12,120

182,753

1,374,240

210

44,004

42,291

1,597

115

3,450,845

166,555

2,464,022

179,000

407,220

221,418

5,863

6,765

流 動 負 債

支 払 手 形

買 掛 金

未 払 金

未 払 費 用

未 払 法 人 税 等

前 受 金

預 り 金

前 受 収 益

賞 与 引 当 金

アフターサービス引当金

デ リ バ テ ィ ブ 債 務

固 定 負 債

退 職 給 付 引 当 金

長 期 未 払 金

資 産 除 去 債 務

デ リ バ テ ィ ブ 債 務

5,266,289

695,114

1,573,377

1,428,241

21,005

317,185

1,076,390

54,833

402

31,533

60,485

7,719

198,656

16,332

161,749

19,940

634

負 債 合 計 5,464,945

純 資 産 の 部

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金

そ の 他 資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

利 益 準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

別 途 積 立 金

繰 越 利 益 剰 余 金

自 己 株 式

評 価 ・ 換 算 差 額 等

その他有価証券評価差額金

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

11,531,060

1,250,816

1,611,046

1,580,813

30,233

9,038,200

111,500

8,926,700

3,395,000

5,531,700

△369,003

94,280

77,381

16,898

純 資 産 合 計 11,625,341

資 産 合 計 17,090,287 負 債 純 資 産 合 計 17,090,287

(注) 記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書
　

〔 2019年１月１日から
2019年12月31日まで〕

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 7,754,530

売 上 原 価 5,427,929

売 上 総 利 益 2,326,601

販売費及び一般管理費 1,342,415

営 業 利 益 984,185

営 業 外 収 益

受 取 利 息 10,587

受 取 配 当 金 114,529

受 取 賃 貸 料 54,814

為 替 差 益 30,180

貸 倒 引 当 金 戻 入 益 50,717

償 却 債 権 取 立 益 36,000

そ の 他 23,141 319,970

営 業 外 費 用

賃 貸 費 用 9,649

減 価 償 却 費 2,335 11,985

経 常 利 益 1,292,171

税 引 前 当 期 純 利 益 1,292,171

法人税、住民税及び事業税 463,052

法 人 税 等 調 整 額 △187,634 275,418

当 期 純 利 益 1,016,753

(注) 記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書
　

〔 2019年１月１日から
2019年12月31日まで〕

(単位：千円)
　

株 主 資 本

資 本 金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他資本
剰 余 金

資本剰余金
合 計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金
合 計

別途積立金
繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 1,250,816 1,580,813 13,439 1,594,252 111,500 3,395,000 4,690,633 8,197,133

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △175,685 △175,685

当 期 純 利 益 1,016,753 1,016,753

自 己 株 式 の 取 得

自 己 株 式 の 処 分 16,794 16,794

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 16,794 16,794 841,067 841,067

当 期 末 残 高 1,250,816 1,580,813 30,233 1,611,046 111,500 3,395,000 5,531,700 9,038,200

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計

自己株式 株主資本合計
その他有価証券
評 価 差 額 金

繰延ヘッジ損益
評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 △376,254 10,665,947 75,731 21,572 97,304 10,763,251

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △175,685 △175,685

当 期 純 利 益 1,016,753 1,016,753

自 己 株 式 の 取 得 △319 △319 △319

自 己 株 式 の 処 分 7,570 24,364 24,364

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

1,649 △4,673 △3,023 △3,023

当 期 変 動 額 合 計 7,251 865,112 1,649 △4,673 △3,023 862,089

当 期 末 残 高 △369,003 11,531,060 77,381 16,898 94,280 11,625,341

(注) 記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
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1. 重要な会計方針に係る事項

　(1) 資産の評価基準及び評価方法

　 ① 有価証券

　子会社株式

　移動平均法による原価法によっております。

　その他有価証券

時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。

なお、評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定しております。

時価のないもの：移動平均法による原価法によっております。

　 ② デリバティブ

　原則として時価法によっております。

　 ③ たな卸資産

製 品：個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法）によっております。

原材料：移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法）によっております。

仕掛品：個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法）によっております。

貯蔵品：最終仕入原価法によっております。

　(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定率法によっております。但し、1998年４月以降に取得した

建物（建物附属設備は除く）並びに2016年４月以降に取得し

た建物附属設備及び構築物については、定額法によっており

ます。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建 物 15年～38年

機械及び装置 ２年～９年

また、2007年３月31日以前に取得したものについては、償却

可能限度額まで償却が終了した翌年から５年間で均等償却す

る方法によっております。

無形固定資産：定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアに

ついては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額

法によっております。
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　(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金は、売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金は、従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち

当期負担額を計上しております。

③ アフターサービス引当金は、製品のアフターサービス費の支出に備えるため、

売上高を基準として過去の実績率により算出した額を計上しております。

④ 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における

退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

　(4) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差

額は損益として処理しております。

但し、為替予約の振当処理の対象となっている外貨建金銭債権債務について

は、当該為替予約相場により円貨に換算しております。

　(5) ヘッジ会計の方法

　 ① ヘッジ会計の方法

為替予約が付されている外貨建金銭債権債務については、振当処理を行っ

ております。

　 ② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：為替予約

ヘッジ対象：外貨建金銭債権債務

　 ③ ヘッジ方針

外貨建取引における為替相場の変動リスクをヘッジするため、通常業務を

遂行する上で将来発生する外貨建資金需要を踏まえ、必要な範囲内で為替

予約取引を行っております。なお、投機的な取引は一切行わない方針であ

ります。

　 ④ ヘッジ有効性評価の方法

為替予約については、ヘッジ対象と同一通貨建による同一金額で同一期日

の為替予約を振当てており、その後の為替相場の変動による相関関係は完

全に確保されているため、有効性の判定は省略しております。

　(6) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっております。
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2. 表示方法の変更

貸借対照表

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２

月16日）に伴う、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」（法務

省令第５号 平成30年３月26日）を当事業年度から適用し、繰延税金資産は投資そ

の他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更

しました。

この結果、前事業年度において「流動資産」に区分しておりました「繰延税金資

産」（前事業年度179,431千円）は、当事業年度においては「投資その他の資産」の

「繰延税金資産」407,220千円に含めて表示しております。

3. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 1,880,923千円

(2) 関係会社に対する金銭債権及び債務

短 期 金 銭 債 権 121,032千円

短 期 金 銭 債 務 195,661千円

(3) 保証債務

関係会社の金融機関での為替予約残高に対する保証

株式会社多賀製作所 5,766千円

4. 損益計算書に関する注記

　関係会社との取引高

売 上 高 832,383千円

仕 入 高 1,447,881千円

営 業 取 引 以 外 の 取 引 高 170,517千円

　

5. 株主資本等変動計算書に関する注記

　 当事業年度の末日における自己株式の数

普 通 株 式 525,886株
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6. 税効果会計に関する注記

　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

　繰延税金資産

研 究 開 発 費 仕 掛 分 36,435千円

ア フ タ ー サ ー ビ ス 引 当 金 18,169千円

賞 与 引 当 金 9,472千円

た な 卸 資 産 評 価 損 288,394千円

未 払 事 業 税 21,070千円

退 職 給 付 引 当 金 4,831千円

長 期 未 払 金 48,589千円

減 損 損 失 194,112千円

投 資 有 価 証 券 評 価 損 888千円

資 産 除 去 債 務 5,990千円

減 価 償 却 超 過 額 32,171千円

そ の 他 54,484千円

繰延税金資産小計 714,609千円

評価性引当額 △195,021千円

繰延税金資産合計 519,588千円

繰延税金負債

前 払 年 金 費 用 66,514千円

資産除去債務に対応する除去費用 3,811千円

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 32,276千円

そ の 他 9,765千円

繰延税金負債合計 112,367千円

繰延税金資産の純額 407,220千円
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7. 関連当事者との取引に関する注記

　子会社等

種類
会社等
の名称

住所
資本金
又は

出資金

事業の
内容又は
職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関係内容
取引の
内 容

取引
金額
(千円)

科目
期末
残高
(千円)

役員の
兼務等

事業上
の関係

子会社

㈱小田原

オートメーション

長岡

新潟県

長岡市

30,000

千円

モーター用

巻線設備の

設計・製造

100 4名

製品の

仕入、

不動産・

生産設備

等賃貸

製品の仕入、

設計及び

部品の外注

1,041,736 買掛金 114,224

建物・土地

機械装置等

の賃貸

28,527 － －

子会社

Odawara

Automation

Inc.

米国

オハイオ州

ティップ市

289,263

米ドル

モーター用

巻線設備の

設計・製造、

販売、保守

100 3名
製品の

販売他
製品の販売他 831,926

売掛金 75,687

前受金 51,552

子会社
㈱多賀製作

所

神奈川県

足柄上郡

99,000

千円

コイル用巻線機の

設計、製造、

販売、保守

100 5名

不動産

の賃貸・

資金の貸付他

建物・土地

の賃貸
15,261 － －

資金の回収 48,000

関係会社

長期貸付

金

179,000

利息の受取 10,442 － －

(注)1. 上記金額のうち、在外子会社を除き、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高に
は消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
製品の仕入、不動産・生産設備等賃貸取引、製品の販売及び資金の貸付については、一般取
引条件を勘案し、その都度交渉の上、決定しております。

3. 資金の回収は、純額で表示しております。

　

8. １株当たり情報に関する注記

　(1) １株当たり純資産額 1,981円53銭
　(2) １株当たり当期純利益 173円41銭

１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
　

当期純利益 1,016,753千円

普通株式に係る当期純利益 1,016,753千円

期中平均株式数 5,863千株

― 42 ―

2020年03月03日 16時08分 $FOLDER; 42ページ （Tess 1.50(64) 20181220_01）



9. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

2020年２月20日

株式会社 小田原エンジニアリング
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 松 村 浩 司 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 大 竹 貴 也 ㊞

　当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、株式会社小田原エンジニアリングの２０
１９年１月１日から２０１９年１２月３１日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸
借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結計算書類の作成のための基本となる重
要な事項及びその他の注記について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算
書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結
計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが
含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対す
る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかど
うかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリ
スクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明する
ためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を
立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め
全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、株式会社小田原エンジニアリング及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書
類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。

以 上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

2020年２月20日

株式会社 小田原エンジニアリング
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 松 村 浩 司 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 大 竹 貴 也 ㊞

　当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、株式会社小田原エンジニア
リングの２０１９年１月１日から２０１９年１２月３１日までの第４１期事業年度の計算書
類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他
の注記並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計
算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及び
その附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公
正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書
類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、
監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手する
ための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書
類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査
の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその
附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採
用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし
ての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認
められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び
損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書
　当監査役会は、2019年１月１日から2019年12月31日までの第41期事業年度の取締役の職務
の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成
し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果

について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について
報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等
に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査
の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につ
いて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要
な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、
子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社か
ら事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す
るための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保する
ために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備
に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制シス
テム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報
告をうけ、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証
するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて
説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保す
るための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基
準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必
要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連
結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記
表）について検討いたしました。

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している
ものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は
認められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内
部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘
すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2020年２月25日

株式会社小田原エンジニアリング 監査役会

常勤監査役(社外監査役) 田 中 耕 一 郎 ㊞
常勤監査役(社外監査役) 山 上 大 介 ㊞
社外監査役 石 原 修 ㊞
監 査 役 津 川 晃 弘 ㊞

以 上
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株主総会参考書類
　
　

議案及び参考事項

　第１号議案　剰余金の配当の件

　剰余金の配当につきましては、長期的な視野にたって、安定的な成長と経営体質

の強化のため、内部留保の充実を図りながら、株主の皆さまへ安定的な利益配当を

継続して行うことを基本としております。

　この方針に従い、当期の剰余金の配当につきましては、当社の財務状況及び当期

の業績等を総合的に勘案し、１株当たり15円の普通配当に、株主の皆さまの日頃の

ご支援に感謝の意を表するため、当社創業70年記念配当を１株当たり10円、特別配

当を１株当たり５円加え、期末配当を次のとおり１株当たり30円といたしたいと存

じます。

　期末配当に関する事項

　 ① 配当財産の種類

　金銭といたします。

　 ② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　当社普通株式１株につき30円といたしたいと存じます。

　なお、この場合の配当総額は176,005,500円となります。

　 ③ 剰余金の配当が効力を生じる日

　2020年３月30日といたしたいと存じます。
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　第２号議案 取締役６名選任の件

　取締役全員（６名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、経営体制の強化及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図る

ため、取締役１名を減員するとともに社外取締役を１名増員し、取締役６名の選任

をお願いするものであります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
( 生 年 月 日 )

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する
当 社
株式の数

１
津
つ

　 川
がわ

　 高
たか

　 行
ゆき

(1949年７月12日生)

1972年４月 ㈱小田原鉄工所入社

1,664,164株

1983年12月 当社代表取締役社長

2004年３月 当社代表取締役会長

2015年３月 当社相談役

2016年３月 当社取締役会長（現任）

【取締役候補者とした理由】

　津川高行氏は当社の代表取締役社長、代表取締役会長を務めるな

ど、長年にわたり当社の経営に携わっております。現在は取締役会

長として、経営全般の監督・助言等を行っており、企業経営の分野

における豊富な経験と幅広い見識を有していることから、取締役と

しての職務を適切に遂行していただくことができると判断したた

め、引き続き選任をお願いするものであります。

２
宮
みや

　 脇
わき

　 伸
のぶ

　 郎
ろう

(1953年２月24日生)

1979年４月 ㈱小田原鉄工所入社

40,300株

2003年３月 当社取締役 設計部長

2010年４月 当社代表取締役社長（現任）

＜重要な兼職の状況＞

・㈱小田原オートメーション長岡取締役

・Odawara Automation Inc. Director

・ローヤル電機㈱代表取締役会長

・㈱多賀製作所取締役

【取締役候補者とした理由】

　宮脇伸郎氏は当社の代表取締役に就任して以来、経営の中枢にお

いて企業戦略を推進し、当社の企業価値向上に大きな役割を果たし

てまいりました。強いリーダーシップと決断力で当社を牽引してき

た実績と経営全般における幅広い見識から、取締役としての職務を

適切に遂行していただくことができると判断したため、引き続き選

任をお願いするものであります。
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候補者
番 号

氏 名
( 生 年 月 日 )

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する
当 社
株式の数

３
保
ほ

　 科
しな

　 雅
まさ

　 彦
ひこ

(1960年２月１日生)

1982年４月 当社入社

22,840株

2003年３月 当社取締役 営業部長

2016年10月 当社常務取締役兼管理部長

2018年３月 当社専務取締役兼管理部長（現任）

＜重要な兼職の状況＞

・㈱小田原オートメーション長岡代表取締役社長

・Odawara Automation Inc. Secretary

・ローヤル電機㈱取締役

・㈱多賀製作所取締役

・Odawara Automation Deutschland GmbH

Geschaftsfuhrer

【取締役候補者とした理由】

　保科雅彦氏は専務取締役として、経営の重要事項の決定及び業務

執行の監督等の役割を適切に果たし、当社の経営に貢献してまいり

ました。また、営業部門及び管理部門における豊富な経験と幅広い

見識を有していることから、取締役としての職務を適切に遂行して

いただくことができると判断したため、引き続き選任をお願いする

ものであります。

４
湯
ゆ

　 山
やま

　 信
しん

　 介
すけ

(1957年２月28日生)

1979年４月 ㈱小田原鉄工所入社

10,500株

2005年３月 当社取締役 海外営業担当部長

2016年10月 当社取締役 営業部長

2018年３月 当社常務取締役兼営業部長（現任）

＜重要な兼職の状況＞

・Odawara Automation Inc. CEO & Treasurer

・ローヤル電機㈱取締役

・㈱多賀製作所取締役

・Odawara Automation Deutschland GmbH

Geschaftsfuhrer

【取締役候補者とした理由】

　湯山信介氏は常務取締役として、主に海外営業部門を牽引し、当

社の海外販路開拓に尽力してまいりました。当社のグローバル展開

において豊富な経験と実績を有していることから、取締役としての

職務を適切に遂行していただくことができると判断したため、引き

続き選任をお願いするものであります。
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候補者
番 号

氏 名
( 生 年 月 日 )

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する
当 社
株式の数

５
田
た

　 尾
お

　 啓
けい

　 一
いち

(1951年２月25日生)

1973年４月 三井情報開発㈱入社

1,400株

1980年11月 等松・青木監査法人（現 有限責任監

査法人トーマツ）入所

1983年３月 公認会計士登録

1995年６月 同法人代表社員

1997年１月 デロイトトーマツコンサルティング㈱

（現 アビームコンサルティング㈱）執

行役員

2004年４月 立命館大学大学院教授

2015年３月 当社補欠監査役

2016年３月 当社社外取締役（現任）

【社外取締役候補者とした理由】

　田尾啓一氏は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相

当程度の知識を有するとともに、企業の財務、リスクマネジメン

ト、情報システムに関する領域で数多くの研究及びコンサルティン

グ活動をされてきました。その豊富な経験及び幅広い見識から、中

立的かつ客観的な立場から経営の監視と透明性を図り、当社の社外

取締役としての職務を適切に遂行していただくことができると判断

したため、引き続き選任をお願いするものであります。

６

※

岡
おか

　 田
だ

　 芳
よし

　 明
あき

(1960年10月18日生)

1988年10月 ピート・マーウィック・ミッチェル会

計士事務所（現 有限責任あずさ監査

法人）入所

－株

1992年３月 公認会計士登録

1992年５月 税理士登録

1992年５月 岡田芳明公認会計士・税理士事務所開

設、同所長

2008年６月 新日本監査法人（現 ＥＹ新日本有限

責任監査法人）シニアパートナー

2015年７月 税理士法人日本綜研理事長（現任）

＜重要な兼職の状況＞

・税理士法人日本綜研理事長

【社外取締役候補者とした理由】

　岡田芳明氏は公認会計士及び税理士の資格を有し、財務及び会計

に関する相当程度の知見を有するとともに、公認会計士・税理士事

務所、税理士法人の経営など経営者としての豊富な経験、幅広い知

見に加え、数多くの法人理事、顧問等を歴任されてきたことから、

中立的かつ客観的な立場から経営の監視と透明性を図り、当社の社

外取締役としての職務を適切に遂行していただくことができると判

断したため、選任をお願いするものであります。

(注) 1. 氏名欄の※印は新任取締役候補者であることを示しております。
2. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3. 田尾啓一及び岡田芳明の両氏は社外取締役候補者であります。
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4. 当社は東京証券取引所に対し、田尾啓一氏を独立役員とする独立役員届出書を提出してお
ります。また、岡田芳明氏が社外取締役に就任した場合、同氏は東京証券取引所の定めに
基づく独立役員となる予定であります。

5. 社外取締役候補者である田尾啓一氏の当社社外取締役就任期間は、本定時株主総会終結の
時をもって４年となります。

6. 社外取締役候補者である岡田芳明氏は、特定関係事業者（子会社）であるローヤル電機株
式会社の監査役であります。

7. 社外取締役候補者である田尾啓一氏は、当社との間で会社法第423条第１項の損害賠償責任
を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令に定める
最低限度額であります。田尾啓一氏の再任が承認された場合、当社は同氏との当該契約を
継続する予定であります。また、岡田芳明氏の選任が承認された場合には、当社との間で
会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基
づく賠償責任の限度額は法令に定める最低限度額であります。

　
以 上
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株主総会会場のご案内図
　

会 場 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領1577番地

株式会社小田原エンジニアリング本社工場

エントランス棟３階セミナールーム

電話 ０４６５－８３－１１２２

　

　

交通のご案内： 徒 歩：小田急小田原線 新松田駅北口より ７分

JR御殿場線 松田駅南口より ７分
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